
　
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
安
全
・
確
実
な
行
政
手

続
き
等
を
行
う
た
め
に
、
他
人
に
よ
る
な
り

す
ま
し
申
請
や
電
子
デ
ー
タ
が
通
信
途
中
で

改
ざ
ん
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の
機
能
を
、
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
人

に
対
し
て
も
提
供
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
公

的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
、
ご

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
様
々
な
行
政
手
続
き

等
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
で
き
る
主
な
手
続
き

　
国
税
に
関
す
る
電
子
申
告
（
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
）
な
ど

利
用
方
法

　
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
は
、
電
子
証
明
書
の

発
行
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
登
録
か
ら
３

年
間
で
す
。
（
た
だ
し
、
住
所
・
氏
名
な
ど

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
失

効
し
ま
す
。
）

電
子
証
明
書
の
申
請
方
法

○
申
請
に
必
要
な
も
の

　
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
で
な

い
場
合
は
同
時
に
申
請
可
能
で
す
。
）

　
・
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
身

分
証
明
書
　
１
点

　
（
運
転
免
許
証
、
顔
写
真
付
き
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

　※

有
効
期
限
内
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

　※

前
記
の
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
場

合
は
、
健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、
年

金
手
帳
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
を

２
点
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の

場
合
の
電
子
証
明
書
の
発
行
は
申
請
日
の

翌
日
以
降
に
な
り
ま
す
。

　
・
手
数
料
　
５
０
０
円

○
発
行
に
か
か
る
時
間
の
目
安

　
約
20
分
（
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
発
行 

約
10
分 

／ 

電
子
証
明
書
発
行 

約
10
分
）

申
請
窓
口

　
市
役
所
本
庁
市
民
生
活
課
戸
籍
係
の
み

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　※

土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

注
意
事
項

・
電
子
申
請
の
利
用
に
は
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ

ー
ダ
ラ
イ
タ
の
購
入
等
の
準
備
が
必
要
で

す
。
事
前
に
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
ポ

ー
タ
ル
サ
イ
ト

（h
ttp
://w

w
w
.jp
k
i.g
o
.jp
/

）
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

・
申
告
の
時
期
は
大
変
混
み
合
い
、
発
行
ま

で
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
　

市
役
所
市
民
生
活
課
　
戸
籍
係

☎
63
―
５
１
１
２

【顔写真なし】
記載内容　氏名のみ
主な用途　国税の電
子申告（別に電子
証明書の取得が必
要）など

【顔写真つき】
記載内容　氏名・住
所・生年月日・性別

主な用途　公的な身
分証明書や、国税
の電子申告（別に
電子証明書の取得
が必要）など

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
は
、
お
住
ま
い

の
市
町
村
か
ら
希
望
者
に
交
付
さ
れ
る
、
運
転

免
許
証
と
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
の
高
度
な
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
機
能
を
備
え
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
、
本
人
確

認
の
際
に
提
示
す
る
身
分
証
明
書
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
国
税
の
電
子
申
告
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）
な
ど
に
使
用
で
き
ま
す
。
市
で
は
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
の
た
め
、

平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
、
交
付
手
数
料
（
５

０
０
円
）
を
無
料
化
し
て
い
ま
す
。
（
た
だ

し
、
再
交
付
は
除
き
ま
す
。
）

カ
ー
ド
の
申
請
方
法
な
ど

申
請
に
必
要
な
も
の

・
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官
公
署

が
発
行
し
た
顔
写
真
つ
き
の
身
分
証
明
書

　
１
点

　
ま
た
は
、
健
康
保
険
証
、
介
護
保
険
証
、

年
金
手
帳
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

　
２
点

　※
有
効
期
限
内
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

・
印
鑑

・
顔
写
真
付
カ
ー
ド
を
ご
希
望
の
場
合
は
顔
写

真
（
縦
４.

５
セ
ン
チ×

横
３.

５
セ
ン
チ
、
６
か

月
以
内
撮
影
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
も
の
）

　※

お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、
市
役
所
で
撮

影
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。（
無
料
）

ご
注
意
　
申
請
者
本
人
が
市
役
所
本
庁
に
来

庁
し
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
官

公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
つ
き
の
身
分
証

明
書
を
提
示
し
て
申
請
さ
れ
た
場
合
は
、

即
日
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
こ
の
場
合
の
申
請
か
ら
交
付
ま

で
に
か
か
る
時
間
は
、
約
10
分
で
す
。
そ

れ
以
外
は
、
後
日
交
付
に
な
り
ま
す
。

申
請
窓
口
　
市
役
所
市
民
生
活
課
戸
籍
係
ま

た
は
各
支
所
市
民
課
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
の
市
民
生
活
係
（
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
）

　※

土
日
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
市
民
生
活
課 

戸
籍
係

☎
63―

５
１
１
２

カ
ー
ド
の
種
類
と
用
途

※いずれのカードも有効期限は10年間ですが、
佐渡市から転出した場合には使用できなくなり
ます。

国
税
の
電
子
申
告
な
ど
に
は
、

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す
！

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
無
料
交
付
は

平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
！

ぜ
ひ
、
こ
の
無
料
交
付
期
間
中
に
申
請
を
！
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